
地域産業都市委員会 

令和８年３月１７日 

墨田区不燃建築物建築促進助成条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  

（助成金の交付対象） 

第４条 〔略〕 

２ 前項の規定にかかわらず、この条例によ

る助成金のほかに国、区又は他の地方公共

団体等から規則で定める助成金等を既に受

け、又は受けることができる建築主に対し 

 ては、この条例による助成金は交付しない。 

ただし、規則で定める場合においては、こ

の条例による助成金の全部又は一部を交付

することができる。 

（助成金の額） 

第５条 助成金の額は、建築する不燃建築物

１棟につき、４６０万円とする。ただし、

区長が防災上特に必要があると認めた場合

は、規則で定める額をこれに加算すること

ができる。 

 

 

 

 

 

（助成対象確認等） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者は、 

 建築基準法第６条第１項又は第６条の２第

１項の規定による確認の申請を行う際に、

規則で定めるところにより、当該不燃建築

物の建築が助成対象となるかどうかについ

て、区長の確認を受けなければならない。 

２ 前項の規定により不燃建築物の建築が助

成対象である旨の区長の確認を受けた者

（以下「助成対象者」という。）は、当該

不燃建築物の建築の内容を変更しようとす

るときは、規則で定めるところにより、直

ちに区長の変更の承認を受けなければなら

ない。 

 （助成金の交付申請等） 

 〔同左〕 

第４条 〔略〕 

２ 前項の規定にかかわらず、この条例によ

る助成金と同種の助成金（以下「同種の助

成金」という。）を受けることができる建

築主に対しては、この条例による助成金は

交付しない。ただし、同種の助成金の額が

この条例による助成金の額に満たない場合

は、この限りでない。 

 

〔同左〕 

第５条 助成金の額は、建築する不燃建築物

１棟につき、２１０万円とする。ただし、

区長が防災上特に必要があると認めた場合

は、規則で定める額をこれに加算すること

ができる。 

２ 前条第２項ただし書の規定に該当する場

合の助成金の額は、前項の規定にかかわら

ず、同項の規定に基づいて算定した助成金

の額から同種の助成金の額を控除した額と

する。 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔同左〕 



第７条 助成対象者は、規則で定めるところ

により、交付の申請を行い、区長の交付の

決定を受けなければならない。 

 

（建築主に対する指導等） 

第８条 区長は、助成金を交付するに際し、

必要と認めるときは、建築主に対し、当該

建築物についての防災性能の強化が図られ

るよう助言又は指導を行い、及び条件を付

すことができる。 

（交付決定の取消し等） 

第９条 区長は、交付の決定を受けた者が、 

次の各号のいずれかに該当したときは、助 

 成金の交付の決定を取り消すことができる。 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

２ 〔略〕 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、こ

の条例の施行について必要な事項は、規則

で定める。 

第６条 助成金の交付を受けようとする者は、 

 規則で定めるところにより、交付の申請を

行い、区長の交付の決定を受けなければな

らない。 

〔同左〕 

第７条 区長は、助成金を交付するに際し、

必要と認めるときは、建築主に対し、当該

建築物についての防災性能の強化が図られ

るよう助言・指導を行い、及び条件を付す

ことができる。 

〔同左〕 

第８条 〔同左〕 

 

 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

２ 〔略〕 

〔同左〕 

第９条 〔同左〕 

 

     

   付 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第５条の規定は、この条例の施行の日以後に建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号）第７条第５項又は第７条の２第５項に規定する検査

済証を交付された墨田区不燃建築物建築促進助成条例第２条第１号に規定する不燃

建築物について適用し、同日前に当該検査済証を交付された当該不燃建築物につい

ては、なお従前の例による。 


